
［別紙２］ 重要事項（利用者負担）説明書

1 ご負担いただく利用料の区分

①  施設サービス費・各種加(減)算（法定額）の１割、また一定以上所得がある方は２～３割負担（負担割合証による）

※なお、地域区分別単位の単価（７級地 1単位＝ 10.14円）にて表記してあります。

②   保険給付対象外の居住費・食費及び日常生活費等の費用額

2 介護保険法に定める利用者の負担額

(1) 施設サービス費の額 (在宅強化型)

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

施設サービス費の額 (在宅強化型以外)

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

　円/日 　円/日

次のいずれかに該当する場合は、多床室（２人部屋）の額になります。

この場合、特別な室料は必要ありません。
①

②

(2) 各種加（減）算と額

①

③

⑤

（Ⅱ） 486 円/回

入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を目的
とした施設サービスの策定及び診療方針の決定に
あたり、生活機能の改善目標及び退所後も含めた
支援計画を作成した場合

⑦
入所前後訪問指導加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（入所中に1回を限度）

（Ⅰ） 456 円/回
入所前から入所者の自宅等を訪問して退所を目的
とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決
定を行った場合

夜勤職員配置加算 24 円/日 夜勤時のスタッフ配置が手厚い条件の場合

若年性認知症利用者受入加算 121 円/日
受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当
者を定めている場合

⑥ 初期加算
（Ⅰ） 60 円/日 急性期医療行う病院の一般病床から入所して30日以内

（Ⅱ） 30 円/日 入所日から30日以内の期間

④
在宅復帰・
在宅療養支援機能加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 51 円/日
加算型で在宅復帰等に関する条件を満たしている
場合

【註】

（Ⅱ） 51 円/日
強化型で在宅復帰等に関する条件を満たしている
場合

感染症や治療上の必要性など、施設側の事情により一定期間（３０日以内）個室への入所が必要と医
師が判断した場合

著しい精神症等により多床室では同室者の心身の状況に重大な影響を及ぼす恐れが高く、個室以外で
の対応が不可能である者と医師が判断した場合

短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算（Ⅰ） 261 円/回
入所日から起算して３月以内の期間に集中的にリ
ハビリテーションを行った場合

②

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算
（Ⅰ）（週3日を限度）

243 円/回
（Ⅱ）に加え、退所後に生活する居宅又は社会福
祉施設等を訪問し、把握した生活環境を踏まえた
リハビリテーション計画を作成している場合

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘ実施加算
（Ⅱ）（週3日を限度）

121 円/回

認知症の方に、リハビリテーションによって生活
機能の改善が見込まれると判断された者に対し、
３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを
個別に行った場合

2 763 773 843 854

3 828 839 908 920

4 883 895 961 974

5 932 945 1012 1,026

1,028

4 985 998 1072 1,087

要介護 1 717 727 793 804

5 1040 1,054 1125 1,140

区　分 従来型個室 多床室（２人部屋含む）

入所　Ｒ8/1版

区　分 従来型個室 多床室（２人部屋含む）

要介護 1 788 799 871 883

2 863 875 947 960

3 928 940 1014



⑧

⑪

⑫

⑮

⑯

⑰ 栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算 11 円/日

管理栄養士を(当施設の場合)1.8人場合配置し、
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し栄養ケア
計画に従って週3回食事を観察し食事の調整を行
い、栄養状態等の情報を厚労省に提出している場
合

リハビリテーション
マネジメント計画提出料加算
（Ⅱ）

33 円/月

医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が
共同し、リハビリテーション実施計画を入所者又
は家族に説明し、継続的にリハビリテーションの
質を管理し、リハビリテーション実施計画の内容
等の情報を厚労省に提出している場合

排泄にかかる要介護状態が軽減の見込みについて
評価し、評価結果等を厚生労働省に提出し、軽減
できると判断した入所者に対し原因の分析・支援
計画の作成及び支援を行っている場合

（Ⅱ） 15 円/月

（Ⅰ）の要件を満たしている施設において要介護
状態の軽減が見込まれる入所者について、排尿・
排便の状態の少なくとも一方が改善し悪化がな
い、又は、おむつ使用ありからおむつ使用なしに
改善、又は、尿道カテーテルが抜去された場合

（Ⅲ） 20 円/月

（Ⅰ）の要件を満たしている施設において要介護
状態の軽減が見込まれる入所者について、排尿・
排便の状態の少なくとも一方が改善し悪化がな
い、又は、尿道カテーテルが抜去された、かつ、
おむつ使用ありからおむつ使用なしに改善した場
合

⑭ 排せつ支援加算
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の同時算定不可

（Ⅰ） 10 円/月

自立支援促進加算 304 円/月

医師が入所者毎に自立支援のために必要な医学的
評価を行い、自立支援に係る支援計画等の策定に
参加し、医学的評価の結果などを厚生労働省に提
出している事。

⑬ 褥創マネジメント加算
(Ⅰ)(Ⅱ)の同時算定不可

（Ⅰ） 3 円/月

入所者毎の褥瘡の発生と関連のあるリスクについ
て評価し、評価結果を厚生労働省に提出し、褥瘡
発生のリスクがある入所者毎に褥瘡ケア計画を作
成している場合

（Ⅱ） 13 円/月
（Ⅰ）の要件を満たしている施設において褥瘡が
発生するリスクがあるとされた入所者において褥
瘡の発生がない場合

訪問看護指示加算
（退所時に1回を限度）

304 円/回 退所時に訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝに指示書を交付した場合

（Ⅱ） 253 円/回
入所者が医療機関へ退所する際、退所後の主治医
に対して診療情報を提供した場合

協力医療機関連携加算 （Ⅰ） 101 円/月

協力医療機関と施設入所者の急変時等に相談・診
察・入院等の連携が取れる体制を整え、協力医療
機関と入所者の現病歴等の情報共有を行う会議等
を定期的に行っている場合
（R7年度から50円）

⑩
入退所前連携加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（退所時に1回を限度）

（Ⅰ） 608 円/回

(Ⅱ)に加え、入所予定日前後30日以内に退所後に
利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入
所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利
用方針を定めた場合

試行的退所時指導加算
（1月1回を限度）

405 円/回
入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所す
る場合において当該入所者及びその家族等に対し
て退所後の療養指導を行った場合

⑨
退所時情報提供加算
（退所時に1回を限度）

（Ⅰ） 507 円/回
入所期間が1月を超える入所者が居宅や他の社会
福祉施設へ退所する際、退所後の主治医に対して
診療情報を提供した場合

（Ⅱ） 405 円/回

入所期間が１月を超える入所者が居宅に退所する
際、居宅介護支援事業者と退所前から連携し、入
所者の同意を得て情報提供と居宅ｻｰﾋﾞｽの調整を
行った場合



⑲

⑳

㉒

㉖

㉗

所定疾患施設療養費（Ⅱ）
（1月1回連続する10日を限度）

486 円/日
肺炎・尿路感染・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不
全の増悪の入所者に対し、投薬・検査・注射・処
置等を行った場合

認知症行動・
心理症状緊急対応加算
（入所日を起算として7日を限度）

202 円/日
認知症の行動・心理症状のため緊急入所が適当と
医師が判断した場合

（Ⅱ） 243 円/回
（Ⅰ）に加えて服薬情報等を厚生労働省に提出し
ている場合

（Ⅲ） 101 円/回

（Ⅰ）と（Ⅱ）に加え、6種類以上の内服薬が処
方されている方の処方内容を施設医師とかかりつ
け医が共同し、入所時に処方されていた内服薬の
種類を1種類以上減少させた場合

㉕
かかりつけ医
連携薬剤調整加算
（それぞれ退所時1回を限度）

(Ⅰ)
イ

141 円/回

施設医師または薬剤師が規定の研修を受講し、6
種類以上の内服薬を処方された入所者の入所後1
月以内にかかりつけ医に状況に応じて処方内容を
変更する可能性がある事を説明し合意を得、内服
に変更がある場合には多職種で状態を把握し、変
更後の状態を退所時又は退所後1月以内にかかり
つけ医に情報提供を行った場合

(Ⅰ)
ロ

70 円/回

施設医師または薬剤師が規定の研修を受講し、6
種類以上の内服薬を処方された入所者の内服に変
更がある場合には多職種で状態を把握し、変更後
の状態を退所時又は退所後1月以内にかかりつけ
医に情報提供を行った場合

㉔

緊急時施設療養費

（1）緊急時治療管理
（1月1回連続する3日を限度）

525 円/日
入所者の状態が危篤になり救命救急医療が必要と
なった際、緊急的な治療管理としての投薬、検
査、注射、処置等を行った場合

（2）特定療養
第一医科診療報酬点数
表により算定
10円を乗じる

保健医療機関が行った場合に算定されるリハビリ
テーション・処置・手術・麻酔又は放射線治療を
行った場合

㉓ 口腔衛生管理加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 91 円/月

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助
言・指導に基づき口腔衛生等の管理に係る計画を
作成し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入
所者に対し口腔ケアを月2回以上行った場合

（Ⅱ） 101 円/月

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合で
あり、経口維持加算（Ⅰ）において行う食事の観
察及び会議等に、医師、言語聴覚士が加わった場
合、経口維持加算（Ⅰ）に加えて算定

（Ⅱ） 111 円/月
（Ⅰ）に加えて口腔衛生等の管理に係る計画の内
容の情報を厚生労働省に提出している場合

再入所時栄養連携加算 202 円/回

医療機関からの再入所時、前回の入所時と比べて
大きく異なる栄養管理が必要であり、当施設の管
理栄養士が医療機関の管理栄養士と連携を図り栄
養管理の調整を行った場合

㉑ 経口維持加算

（Ⅰ） 405 円/月

経口により食事を摂取する者であって、摂食機能
障害や誤嚥を有する入所者に対して、医師の指示
に基づき、その他の職種の者が共同して、食事の
観察及び会議等を行い、入所者毎に経口維持計画
を作成し、管理栄養士等が栄養管理を行った場合

経口移行加算 28 円/日

経管により食事を摂取している入所者の摂食・嚥
下障害を踏まえ経口移行計画を作成し、医師の指
示を受けた管理栄養士及び言語聴覚士又は看護職
員による支援を実施した場合

（Ⅱ） 60 円/月
（Ⅰ）に加えて疾病の状況や服薬情報などを厚生
労働省に提出した場合

療養食加算 6 円/回 医師の指示箋に基づく療養食の提供

⑱ 科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 40 円/月
入所者毎のADL値・栄養状態・口腔機能・認知症
の状況・その他心身の状況に係る基本的な情報を
厚生労働省に提出している場合



㉙

㉚

㉜

㉟

㊴

介護職員総数のうち介護福祉士を80％以上、又
は、勤続10年以上の介護福祉士を35％以上配置
している場合

（Ⅱ） 18 円/日
介護職員総数のうち介護福祉士60％以上配置し
ている場合

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 毎月(1)及び(２)①から㊱までにより算定した単位×75/1000

新興感染症等施設療養費 243 円/日
新興感染症の新たなパンデミック発生時における
施設内療養を行った場合

㊱ ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算
（Ⅰ）（Ⅱ）の同時算定不可

（Ⅰ） 22 円/日

㉞ 生産性向上推進体制加算

（Ⅰ） 101 円/月

ICT機器（見守りセンサー・インカム等・電子請
求ソフト）を導入し、職員間の適切な役割分担を
行った上で1年に1回、業務改善の取り組みの効
果を示すデータを提出した場合

（Ⅱ） 10 円/月
ICT機器を1つ以上導入し、1年に1回、業務改善
の取り組みの効果を示すデータを提出した場合

安全対策体制加算
（入所中1回を限度）

20 円/日

㉛

ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ加算

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に
安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施
する体制が整備されている場合

㉝
高齢者施設等感染対策向上加
算
（併算定可能）

（Ⅰ） 10 円/月

第二種協定指定医療機関と、新興感染症発生時等
の対応を行う体制を確保し、協力医療機関と感染
症の発生時等の対応を取り決め、感染症発生時に
は連携して適切に対応するとともに、協力医療機
関や医師会が定期的に行う研修会や訓練に年1回
以上参加する場合

（Ⅱ） 5 円/月
感染対策向上加算を算定する医療機関から3年に
1回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染
制御等に係る実地指導を受ける場合

医師が回復の見込みがないと診断した者で、本人
の意思を尊重しつつ医師・看護職員・介護職員・
支援相談員・管理栄養士等が共同して規定のｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ等に沿った医療・ｹｱが実施出来る施設ｻｰﾋﾞｽ
計画を作成し、本人又はご家族の求め等に応じ随
時説明を行い同意を得てｹｱが行われている場合

死亡日以前　31日以上45日以下 73 円/日

死亡日以前　4日以上30日以下 162 円/日

死亡日の前日及び前々日

死亡日 1,926 円/日

㉘
認知症チームケア推進加

算

（Ⅰ） 152 円/月

事業所内で入所者総数のうち認知症者の占める割
合が1/2以上で、認知症介護指導者養成研修を受
講した職員が1名以上配置され個別の認知症ケア
を行った場合

（Ⅱ） 121 円/月

事業所内で入所者総数のうち認知症者の占める割
合が1/2以上で、認知症介護実践リーダー研修を
受講した職員が1名以上配置され個別の認知症ケ
アを行った場合

外泊時費用
（１月に６日が限度）

367 円/日 居宅における外泊を認めた場合

外泊時費用
（在宅サービスを利用する場合）
（1月に6日が限度）

811 円/日
居宅における外泊を認めた場合  １月に６日が限
度認め、介護老人保健施設により提供される在宅
サービスを利用した場合

922 円/日



3 保険給付対象外のご利用者の費用額

（１）非課税

室料と光熱水費相当額の合計

光熱水費相当額

(a) 居住費

(b) 食　費

（２）課税（税込）

(b) 特別な食事費用 バイキング等の費用（ご希望の方に限ります）

(c) おやつ代（軽減税率） ご希望の方に限ります

(e) 教養娯楽費

(f) 理美容代 ご利用になった場合の費用

(g) 洗濯代

(h) 行事費

(i) 健康管理費 インフルエンザ予防接種等にかかる費用

(j) その他の費用 診断書等の文書料の費用

(k) 電気代/日 ・テレビ ・ラジオ ・携帯電話

・電気掛毛布 ・電気敷毛布 ・電気あんか

・パソコン 等の電化製品

4 お支払い方法

毎月15日から翌月14日 月曜から土曜日（祝日も可）　9時～17時

・

事務所窓口

・ 毎月15日以降に、事務所窓口にてお支払いをお願いいたします。

・

実　費 契約業者にて洗濯依頼される場合

実　費
小旅行や観劇、外部講師による料理教室等に参加
された場合の費用

実　費

個別に利用した日用品費

(石鹸、ｼｬﾝﾌﾟｰ、ﾘﾝｽ、歯ブラシ、化粧品、タオル等）

実　費 希望者が参加するクラブ活動等での材料等の費用

実　費

お支払（問合）場所
事前のご請求額のお問い合わせも同様にお願いいたします。
（お電話でのお問い合わせも可能です）

・ また、直接のお支払いが困難な方につきましては、銀行（阿波銀行に限る）
からの引落・振込にも対応いたしますので、事前にご相談くださいますよう
お願いいたします。

所定額

１台６６円/日　

[持参またはリースされた電気
機器等の使用にかかる電気代]

お支払（問合）期間 ご利用料金の計算は、月末締めで翌月15日に確定いたします。施設側
からは原則、ご家族様への請求書を送付いたしておりません。

550 円/日

108 円/日

(d) 日用品費 実　費

＊負担限度額認定を受けている場合には、 認定証
に記載されている食費の負担限度額が1日当たり
の上限となります（別途資料参照）
＊経管栄養に係るボトルやチューブ等の費用も含
まれます

1,445 円/日

(a)　　　　　　　　　　特別な室料　
（個　室） 1,100 円/日

外泊時にも室料をいただくことになります　　
（２人室）

実　費

（個　室） 1,728 円/日

＊負担限度額認定を受けている場合には、認定証
に記載されている居住費の負担限度額が1日当た
りの上限となります（別途資料参照）

（多　床） 437 円/日


